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秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
三
号

秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
営
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
使
用
期
間
）

（
使
用
期
間
）

第
二
条

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
使
用
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

第
二
条

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
使
用
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

掲
げ
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

使
用
期
間

観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設

使
用
期
間

秋
田
県
営
由
利
高
原
オ
ー
ト
キ
ャ

四
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
十
日
ま

ン
プ
場

で

略

略

略

略

２

略

２

略

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

区
分

使
用
時
間

区
分

使
用
時
間

秋
田
県

テ
ン
ト
サ
イ
ト
及

宿
泊

午
後
二
時
か
ら
使
用
を
終
え
る
日

営
由
利

び
広
場
兼
用
テ
ン

の
午
前
十
時
ま
で

高

原

ト
サ
イ
ト

日
帰

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

オ
ー
ト

り

キ
ャ
ン

シ
ャ
ワ
ー

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

プ
場

そ
の
他
の
施
設

午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（
テ
ン
ト
サ
イ
ト
及
び
広
場
兼
用

テ
ン
ト
サ
イ
ト
を
宿
泊
す
る
目
的
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で
使
用
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
午
後
二
時
か
ら
こ

れ
ら
の
施
設
の
使
用
を
終
え
る
日

の
午
前
十
時
ま
で
）

略

略

略

略

略

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


